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三 

衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
人
口
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

昭
和
二
十
四
年
五
月
十
二
日
、
衆
議
院
に
お
い
て
「
人
口
問
題
に
関
す
る
決
議
」
が
可
決
せ
ら
れ
た
が
、
政
府
は
、
そ
の

趣
旨
を
尊
重
し
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
十
五
日
、
「
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
わ
が
国
の
人
口
問
題
に
関
し
、
調

査
、
審
議
さ
せ
る
た
め
に
」
政
府
が
設
置
し
た
人
口
問
題
審
議
会
に
こ
れ
を
提
示
し
た
。
人
口
問
題
審
議
会
に
お
い
て

は
、
こ
の
衆
議
院
の
決
議
の
趣
旨
を
も
尊
重
し
、
愼
重
審
議
の
結
果
、
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
、
今
後
の
人
口

政
策
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
政
府
に
建
議
し
た
。
政
府
に
お
い
て
は
、
こ
の
建
議
が
、
問
題
の
性
質
上
、
き
わ
め
て
広
範

に
わ
た
り
、
行
政
の
各
分
野
に
関
連
す
る
の
で
、
こ
れ
を
各
省
に
回
付
し
、
各
般
の
実
際
行
政
の
参
考
と
し
た
。 

二 

政
府
は
、
「
人
口
問
題
に
関
す
る
対
策
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
企
画
を
行
い
、
政
府
の
各
種
の
施
策
を
調
整
す
る
た
め

に
、
事
務
局
を
有
す
る
常
設
の
委
員
会
を
設
置
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、

愼
重
考
慮
す
る
。 

三 

政
府
は
、
人
口
問
題
の
解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
財
団
法
人
人
口
問
題
研
究
会
等
、
民
間
人
口
問
題
関
係 



機
関
の
積
極
的
な
活
動
と
協
力
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
政
府
が
補
助
金
等
に
よ
り
経
済
的
援
助

を
與
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
な
お
、
今
後
と
も
努
力
を
す
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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